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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案
（
衆
第
二
九
号
）
（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
国
に
よ
る
ハ
ン
セ
ン
病
の
患
者
に
対
す
る
隔
離
政
策
に
起
因
し
て
生
じ
た
問
題
で
あ
っ
て
、
ハ
ン
セ
ン
病
の

患
者
で
あ
っ
た
者
等
の
福
祉
の
増
進
、
名
誉
の
回
復
等
に
関
し
現
在
も
な
お
存
在
す
る
も
の
（
以
下
「
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
」
と

い
う
。
）
の
解
決
の
促
進
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

第
一

基
本
理
念

一

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
施
策
は
、
国
に
よ
る
ハ
ン
セ
ン
病
の
患
者
に
対
す
る
隔
離
政
策
に
よ
り
ハ
ン
セ
ン
病
の
患

者
で
あ
っ
た
者
等
が
受
け
た
身
体
及
び
財
産
に
係
る
被
害
そ
の
他
社
会
生
活
全
般
に
わ
た
る
被
害
に
照
ら
し
、
そ
の
被
害

を
可
能
な
限
り
回
復
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
施
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
入
所
者
（
ら
い
予
防
法
の
廃
止
に
関
す
る
法
律
に
よ
り

、
、

ら
い
予
防
法
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
、
ハ
ン
セ
ン
病
を
発
病
し
た
後
も
相
当
期
間
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
て
い
た

、
、
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者
で
あ
っ
て
、
現
に
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
等
に
入
所
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
現
に
居
住
す
る

国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
等
に
お
い
て
、
そ
の
生
活
環
境
が
地
域
社
会
か
ら
孤
立
す
る
こ
と
な
く
、
安
心
し
て
豊
か
な
生

活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

何
人
も
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
患
者
で
あ
っ
た
者
等
に
対
し
て
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
患
者
で
あ
っ
た
こ
と
又
は
ハ
ン
セ
ン
病
に

罹
患
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
差
別
す
る
こ
と
そ
の
他
の
権
利
利
益
を
侵
害
す
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務

一

国
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
患
者
で
あ
っ
た
者
等
の
福
祉
の
増
進
等
を
図
る
た
め
の
施
策
を
策
定

し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

二

地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
国
と
協
力
し
つ
つ
、
そ
の
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
患

者
で
あ
っ
た
者
等
の
福
祉
の
増
進
等
を
図
る
た
め
の
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

第
三

ハ
ン
セ
ン
病
の
患
者
で
あ
っ
た
者
等
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
の
反
映
の
た
め
の
措
置

国
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
施
策
の
策
定
及
び
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
患
者
で
あ
っ
た
者
等
そ
の

他
の
関
係
者
と
の
協
議
の
場
を
設
け
る
等
こ
れ
ら
の
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
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る
。

第
四

国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
等
に
お
け
る
療
養
及
び
生
活
の
保
障

一

国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
お
け
る
療
養

国
は
、
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
お
い
て
、
入
所
者
に
対
し
て
、
必
要
な
療
養
を
行
う
も
の
と
す
る
。

二

国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
へ
の
再
入
所
及
び
新
規
入
所

１

国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の
長
は
、
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
等
の
退
所
者
又
は
非
入
所
者
（
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療

養
所
等
に
入
所
し
た
こ
と
が
な
い
者
の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
必
要
な
療

養
を
受
け
る
た
め
に
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
へ
の
入
所
を
希
望
し
た
と
き
は
、
入
所
さ
せ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
正
当

な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
入
所
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２

国
は
、
１
に
よ
り
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
入
所
し
た
者
に
対
し
て
、
必
要
な
療
養
を
行
う
も
の
と
す
る
。

三

国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
以
外
の
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
係
る
措
置

国
は
、
入
所
者
に
対
す
る
必
要
な
療
養
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

四

意
思
に
反
す
る
退
所
及
び
転
所
の
禁
止
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国
は
、
入
所
者
の
意
思
に
反
し
て
、
現
に
入
所
し
て
い
る
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
か
ら
当
該
入
所
者
を
退
所
さ
せ
、

又
は
転
所
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

五

国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
に
関
す
る
体
制
の
整
備
の
た
め
の
措
置

１

国
は
、
医
師
、
看
護
師
及
び
介
護
員
の
確
保
等
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
に
関
す
る
体
制

の
整
備
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

地
方
公
共
団
体
は
、
１
の
国
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

六

良
好
な
生
活
環
境
の
確
保
の
た
め
の
措
置
等

１

国
は
、
入
所
者
の
生
活
環
境
が
地
域
社
会
か
ら
孤
立
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
等
入
所
者
の
良
好
な
生
活
環
境

の
確
保
を
図
る
た
め
、
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の
土
地
、
建
物
、
設
備
等
を
地
方
公
共
団
体
又
は
地
域
住
民
等
の
利

用
に
供
す
る
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
は
、
１
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
入
所
者
の
意
見
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五

社
会
復
帰
の
支
援
並
び
に
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
の
援
助

一

社
会
復
帰
の
支
援
の
た
め
の
措
置
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国
は
、
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
等
か
ら
の
退
所
を
希
望
す
る
入
所
者
（
ら
い
予
防
法
の
廃
止
に
関
す
る
法
律
に
よ
り

、
、

ら
い
予
防
法
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
、
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
等
に
入
所
し
て
い
た
者
に
限
る
。
）
の
円
滑
な
社

、
、

会
復
帰
に
資
す
る
た
め
、
退
所
の
準
備
に
必
要
な
資
金
の
支
給
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

二

ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
退
所
者
給
与
金
及
び
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
非
入
所
者
給
与
金
の
支
給

国
は
、
退
所
者
又
は
非
入
所
者
に
対
し
、
そ
の
者
の
生
活
の
安
定
等
を
図
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
退

所
者
給
与
金
又
は
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
非
入
所
者
給
与
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

三

ハ
ン
セ
ン
病
等
に
係
る
医
療
体
制
の
整
備

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
退
所
者
及
び
非
入
所
者
が
、
安
心
し
て
ハ
ン
セ
ン
病
及
び
そ
の
後
遺
症
そ
の
他
の
関
連
疾

患
の
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
医
療
体
制
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

四

相
談
及
び
情
報
の
提
供
等

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
退
所
者
及
び
非
入
所
者
が
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
円
滑
に
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
行
う
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。
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第
六

名
誉
の
回
復
及
び
死
没
者
の
追
悼

国
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
患
者
で
あ
っ
た
者
等
の
名
誉
の
回
復
を
図
る
た
め
、
国
立
の
ハ
ン
セ
ン
病
資
料
館
の
設
置
、
歴
史

的
建
造
物
の
保
存
等
ハ
ン
セ
ン
病
及
び
ハ
ン
セ
ン
病
対
策
の
歴
史
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
そ
の
他
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
と
と
も
に
、
死
没
者
に
対
す
る
追
悼
の
意
を
表
す
る
た
め
、
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
等
に
お
い
て
収
蔵
し
て
い

る
死
没
者
の
焼
骨
に
係
る
改
葬
費
の
遺
族
へ
の
支
給
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
七

親
族
に
対
す
る
援
護

都
道
府
県
知
事
は
、
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の
入
所
者
の
親
族
の
う
ち
、
当
該
入
所
者
が
入
所
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

主
と
し
て
そ
の
者
の
収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
等
と
認
め
ら
れ
る
者
が
、
生
計
困
難
の
た
め
、
援
護
を
要
す
る

状
態
に
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
援
護
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
八

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

二

ら
い
予
防
法
の
廃
止
に
関
す
る
法
律
は
、
廃
止
す
る
。

、
、


